
【発注時】

【契約時】

現場管理は発注者が行う。資材搬入・仮設物の設置などは不可。現場代理人・監理技術者などの
配置は不要。現場代理人等指定通知書・工程表を提出

※工期延長：工事完成期限日までに書面にて工期の延長を請求可能

※余裕期間：

余裕期間 実工事期間（契約書に記載される工期）

前払金の請求が可能
工事完成
期限日

全体工期

全体工期

契約
締結

実工事期間（受注者が契約工期の始期日・終期日を設定）

通常工期余裕期間

契約工期の始期日 契約工期の終期日


